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表紙・図面目録
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中部福祉センター給湯器取替修繕

令和６年２月

工事名

製図

図面名称

縮尺作図者 図面番号

表紙・図面目録

図面番号 図　面　名　称
縮尺

(A1版)

中部福祉センター給湯器取替修繕

工事概要・配置図・付近見取図

1階平面図
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１:３０

Ｍ－０３ 給湯器周り詳細図



安城市建設部施設保全課
１／４００三宅

配置図・修繕内容・特記事項

Ⅿ－０１

中部福祉センター給湯器取替修繕

令和６年２月

【修繕内容】

　●本修繕は、中部福祉センターの給湯器の更新を行う修繕である。

【特記事項】

　●この特記事項以外は、下記に準拠する。

　　　１）安城市契約規則及び安城市工事施行に関する事務取扱要領

　　　２）契約書

　　　３）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」（機械設備工事編）　【最新版】

　　　　　及び「同監理指針」（機械設備工事編）【最新版】

　　　４）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）　【最新版】

　　　５）その他関係書類等

　●修繕の着手、施工、完成にあたり、関係官公庁その他の関係組織への必要な届出手続及び打ち合わせ等を

　　 遅延なく行うこと。

　●工事の実施にあったては、施設を運営しながらの施工となるため、利用者への支障がないように仮設計画、

　　 安全計画を立てること。

　●現場の保護策、養生、整理清掃は適切に行うこと。

　●発生材については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」、

　　 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」その他関係法令の規程を遵守して訂正に処理すること。

  ●工事完了時には完成図（AutoCADLT  DWG形式)を作成し、提出すること。

  ●修繕写真の撮影時のデジタルカメラの撮影素子の有効画素数は130万画素を標準とし、着手前、工事中、

     竣工時 に撮影すること。

　●本修繕では、関係者（施設管理者等）及び来館者の安全等に配慮すること。

  ●工事中の施設利用者への安全対策は十分に注意すること。

　●工事中の臭い、材料の飛散、騒音等には特に留意して養生を行うこと

  ●給湯器更新に伴う断湯日は日曜日または月曜日とする。

　●工事完了後には試運転調整等を適切に行うこと。

　●本設計図に明記なき事項についても施設利用上必要となる事項及び軽微な変更は、発注者の指示に従い、

　　 受注者の負担にて行うこと。
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訂正

安城市建設部施設保全課
１／１００三宅

１階平面図
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中部福祉センター給湯器取替修繕

令和６年２月

工事名

製図

図面名称

縮尺作図者 図面番号

※注記

・図中太線の機器・配線を更新とする。



訂正

安城市建設部施設保全課
１／３０三宅

給湯器廻り詳細図
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中部福祉センター給湯器取替修繕

令和６年２月

工事名

製図

図面名称

縮尺作図者 図面番号

※注記

・図中太線の機器・配線を更新とする。


